
令和８年３月９日現在 ８者

№ 業　　者　　名 指名停止要件 指名停止期間 区　分

1 冨洋設計株式会社
別表第２第１０号

（不正又は不誠実な行為）
令和７年１２月２６日から
令和８年３月２５日まで

委

2 日本交通技術株式会社
別表第２第４号

（独占禁止法違反行為）
令和７年１２月２６日から
令和８年６月２５日まで

委

3
ジェイアール東海コンサルタンツ株式会
社

別表第２第４号
（独占禁止法違反行為）

第５条第３項
（指名停止の期間の特例）

令和７年１２月２６日から
令和８年３月２５日まで

委

4 大日コンサルタント株式会社

別表第２第４号
（独占禁止法違反行為）

第５条第３項
（指名停止の期間の特例）

令和７年１２月２６日から
令和８年３月２５日まで

委

5 株式会社トーニチコンサルタント

別表第２第４号
（独占禁止法違反行為）

第５条第３項
（指名停止の期間の特例）

令和７年１２月２６日から
令和８年３月２５日まで

委

6 松浦建設株式会社
別表第２第２号ア

（贈賄）
令和８年２月３日から
令和９年２月２日まで

工・委

7 日本電算機用品株式会社
別表第４第１号
（経営不振）

令和８年３月９日から
経営状態が安定したと認められると

きまで
委・物

8 株式会社小笠原相模
別表第２第１０号

（不正又は不誠実な行為）
令和８年３月９日から

同年６月８日まで
物

　  指名停止状況一覧(現在指名停止中の業者)


